
貸 金 業 者 登 録 票 

登録番号 東京都知事（２）第３１７９８号 

登録有効期間 令和５年７月１日～令和８年６月３０日 

合同会社デロイト トーマツ 

日本貸金業協会会員 第００６１３４号 



 
拿がヂ  

貸 付 条 件 表 

貸付の種類 証書貸付 

貸付利率 実質年率 TIBOR 1M + 0.30 ％ 

返済の方式 一括返済 元利均等 元金均等 自由返済 

返済期間 1か月～600 か月 1か月～600か月 1か月～600か月 1か月～600か月 

返済回数 1回 2回～600回 2回～600回 特に定めなし 

貸金業務取扱

主任者の氏名 
柳井 直美  柳澤 翔太 

賠償額の元本

に対する割合 
年率  20.00   ％以内 

担保について なし（要保証人） 

指定紛争解決機関 日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター 

主な返済例 

 

 借入金額： 100万円 

 実質年率： TIBOR 1M + 0.30% 

 返済回数： 6回 

 期間： 2023年 1月 1日契約成立 → 2023年 6月 27日完済の場合 
 

利息計算日数 返済額 
内訳 

残存元本 
元金 利息 

30 200,000円 199,940円 60円 800,060円 

28 200,000円 199,886円 114 円 600,174円 

31 200,000円 199,825円 175 円 400,349円 

30 150,000円 149,824円 176 円 250,525円 

31 150,000円 149,779円 221 円 100,746円 

27 100,926円 100,746円 174 円 0円 

 



 

 
媒 介 条 件 表 

媒介の種類 
手形貸付の媒介、証書貸付の媒介、極度方式基本契約の媒介 

手形の割引の媒介、売渡担保の媒介 

媒介手数料の 

計算方法 
媒介先に対する貸付金額×媒介手数料の割合 

媒介手数料の割合 上限 5.00% 

媒介先に対する 

貸付利率 
上限 15.00% 

媒介先における 

返済方式 

一括返済方式、元利均等返済方式、 

元金均等返済方式、定額リボルビング方式 

媒介先における 

返済期間・回数 

 

貸金業務取扱 

主任者の氏名 
柳井 直美  柳澤 翔太 

指定紛争解決機関 日本貸金業協会貸金業相談・紛争解決センター 

媒介業者名 合同会社デロイトトーマツ 

 




